
 

オンライン講習事務規程 
 

制   定  令和４年１月 14日  消安セ規程第２号  

             改正経過  令和６年４月１日  消安セ規程第９号  

 

（趣旨）  

第 1条  この規程は、一般財団法人日本消防設備安全センター（以下「安全セン

ター」という。）が、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以下「規

則」という。）第 31条の６第７項の規定に基づき消防庁長官の登録講習機関と

して行う消防設備点検資格者講習、規則第４条の２の４第４項の規定に基づ

き総務大臣の登録講習機関として行う防火対象物点検資格者講習及び規則第

51条の 12第３項の規定に基づき総務大臣の登録講習機関として行う防災管理

点検資格者講習の各講習のうち、オンラインによる再講習（以下「オンライ

ン再講習」という。）を実施する場合の事務の特例について必要な事項を定め

る。  

２  この規程で特に定める事項以外は、消防設備点検資格者講習事務規程（平

成 12年 12月 22日制定）、防火対象物点検資格者講習事務規程（平成 14年 12月 12

日制定）及び防災管理点検資格者講習事務規程（平成 20年 11月 13日制定）を

適用する。  

 

（講習事務の一部委託）  

第２条  安全センターは、オンライン再講習について、次に掲げる事務を別表

に定める消防設備協会及び防災事業団体に委託することができる。  

(1) 広報に関する事務  

(2) その他講習に付随する事務  

 

（オンライン再講習の実施計画）  

第３条  オンライン再講習の実施計画は、安全センターのホームページに掲載

するものとする。  

 

（オンライン再講習の受講の申請）  

第４条  オンライン再講習を受けようとする者は、次に定める項目を電子申請

により提出しなければならない。  

(1)  氏名（漢字・カナ）  

(2)  生年月日  

(3)  性別  

(4)  本籍  

(5)  現住所  

(6)  電話番号  



(7)  勤務先名  

(8)  勤務先住所  

(9)  勤務先電話番号  

(10) 免状用写真データ  

(11) 免状の写し  

 (12) その他、安全センターが必要とするもの  

 

（オンライン再講習の受講の申請の受理及び通知）  

第５条  安全センターは、前条のオンライン再講習の受講申請が提出され、こ

れを承認した場合は、受講申請者へメールでＩＤ及びパスワードを発行し、

オンラインでの受講が可能な状態になったことを通知するものとする。  

 

（オンライン再講習修了者に対する免状の交付）  

第６条  安全センターは、オンライン再講習を修了した者に対して、別記様式

による修了証を発行し、後日、平成 16年消防庁告示第 18号第９又は同年消防

庁告示第 17号第６若しくは平成 20年消防庁告示第 21号第６に定める免状を交

付するものとする。  

 

附  則  

この規程は、令和４年１月 14日から施行する。  

附  則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式  

 

Ａ４サイ ズ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

       

第〇種消防設備点検資格者  

年  月  日  

上記の とお り 、 消防設備点検資格者再講習 （ オ ン ラ  

イ ン ） の受講を修了 し た こ と を証明 し ます 。  

       



  

別表（第 ２条関 係）  消防設備協会・防災事業団体  

                                     

№  団体名称  

48 公益財団法人札幌市防災協会  

49 公益社団法人仙台市防災安全協会  

50 公益社団法人さいたま市防火安全協会  

51 公益財団法人千葉市防災普及公社  

52 公益社団法人横浜市防火防災協会  

53 公益財団法人川崎市消防防災指導公社  

54 公益社団法人相模原市防災協会  

55 一般財団法人京都市防災協会  

56 一般財団法人大阪消防振興協会  

57 一般財団法人神戸住環境整備公社  

58 一般財団法人広島市都市整備公社  

№  団体名称  

1 一般社団法人北海道消防設備協会  

2 一般社団法人青森県消防設備保守協会  

3 一般財団法人岩手県防災保安協会  

4 一般社団法人宮城県消防設備協会  

5 一般社団法人秋田県消防設備協会  

6 一般社団法人山形県消防設備協会  

7 一般社団法人福島県消防設備協会  

8 一般社団法人茨城県消防設備協会  

9 一般財団法人栃木県消防設備保安協会  

10 一般社団法人群馬県消防設備協会  

11 一般社団法人埼玉県消防設備協会  

12 一般社団法人千葉県消防設備協会  

13 公益財団法人東京防災救急協会  

14 一般財団法人神奈川県消防設備安全協会  

15 一般財団法人新潟県消防設備協会  

16 一般財団法人富山県消防設備保守協会  

17 一般社団法人石川県消防設備協会  

18 一般社団法人福井県消防設備協会  

19 一般社団法人山梨県消防設備協会  

20 一般社団法人長野県消防設備協会  

21 一般財団法人岐阜県消防設備協会  

22 一般財団法人静岡県消防設備協会  

23 一般財団法人愛知県消防設備安全協会  

24 一般財団法人三重県消防設備安全協会  

25 一般社団法人滋賀県防火保安協会連合会  

26 一般社団法人京都消防設備協会  

27 一般財団法人大阪府消防防災協会  

28 一般社団法人兵庫県消防設備保守協会  

29 一般社団法人奈良県防災安全協会  

30 公益財団法人和歌山県消防設備保守協会  

31 一般社団法人鳥取県消防設備協会  

32 一般社団法人島根県消防設備協会  

33 一般社団法人岡山県消防設備協会  

34 一般財団法人広島県消防設備協会  

35 一般財団法人山口県消防設備協会  

36 一般財団法人徳島県消防設備協会  

37 一般社団法人香川県消防設備協会  

38 一般財団法人愛媛県消防設備協会  

39 一般社団法人高知県消防設備協会  

40 一般財団法人福岡県消防設備安全協会  

41 一般社団法人佐賀県消防設備安全協会  

42 一般財団法人長崎県消防設備協会  

43 一般社団法人熊本県消防設備協会  

44 一般財団法人大分県消防設備安全協会  

45 一般財団法人宮崎県消防設備協会  

46 一般社団法人鹿児島県消防設備安全協会  

47 一般社団法人沖縄県消防設備協会  


